指定居宅介護支援事業重要事項説明書

＜静岡県指定第２２７２３０００４３＞

有限会社　吉原介護センター

吉原の丘ケアサービス

	当事業所は介護保険の指定を受け、ご契約に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたいことを次のとおり説明します。




	· 当サービスの利用は、原則として要介護度認定の結果「要支援」「要介護」と

　認定された方が対象となります。要介護度認定をまだ受けていない方でもサ

　ービスの利用は条件により可能です。





平成２０年８月１日改正　　　　平成２７年１１月１日改正　　令和2年12月1日改正
平成２１年４月１日改正　　　　平成２８年４月１日改正　　　令和3年4月1日改正
平成２１年１１月１日改正　　　平成３０年４月１日改正　　　令和4年4月4日改正
平成２３年1月１日改正　　　　平成３０年８月１日改正　　　令和4年9月1日改正
平成２４年４月１日改正　　　　平成３０年９月１日改正　　　令和6年1月1日改正　
平成２５年４月１日改正　　　　令和１年　６月１日改正　　　令和7年5月1日改正
平成２６年４月1日改正
　　 令和1年10月1日改正　　　 令和7年9月1日改正
平成２７年４月１日改正　　　　令和１年12月1日改正
重要事項説明書

　厚生省令第３８号第４条第１項の規定に基づき、有限会社吉原介護センターの居宅介護支援の提供に関し、あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

１　事業者の概要

（１）名称等
	名称
	有限会社　吉原介護センター

	所在地
	〒４１７－００６１　富士市伝法６５７－１

	電話番号
	０５４５－７３－１０１０

	代表者氏名
	長原　良成

	管理者及び所長氏名
	管理者：清水　　ゆかり　　

	介護保険事業所許可番号
	２２７２３０００４３

	指定年月日
	平成１１年８月１日

	交通の便
	広見入口から徒歩１５分

	通常の事業の実施地域
	富士市、富士宮市


（２）職員の概要

	職　　種
	職　員　数
	勤　務　形　態
	保有資格の内容

	管　理　者
	１　人
	常勤1人（兼務）
	主任介護支援専門員

	介護支援専門員
	5人
	常勤5人・（専従4・兼務1）
非常勤0人（兼務）
	介護支援専門員　　　主任介護支援専門員

	事　務　員
	１　人
	常勤１人（兼務）
	


（３）営業日及び営業時間

	営　　業　　日
	　月曜日から金曜日（緊急時は土日祝日も受け付けます）

	営　業　時　間
	　８：３０から１７：３０（緊急時は２４時間受け付けます）



２　居宅介護支援の概要
　（１）居宅支援の内容
	　　　　項　　目
	　　　　　　内　容　、　　方　法　等

	要介護認定等の申請代行


	お客様からの要介護認定の依頼があれば、市町村へ申請の申し込みを至急おこないます。

	居宅サービス計画の作成


	アセスメント結果に基づき、課題を解決するために、基本方針・目標を定め、自立支援の理念を根本にサービス内容
（種類・量等）の検討を十分に行い作成します。
その際、利用者の自己選択に寄与する複数の事業所等の情報を提示します。



	居宅サービス計画作成後の管理

（居宅サービス計画の変更等）
	ケアプランに示されたサービスや支援が円滑に実施されているのか点検と確認を行い、予想される効果等の評価を
チェックし、利用者に感想を聞くなどして、フォローアップして行きます。
前6か月間に作成した計画書における訪問介護、通所介護（地域密着型）、福祉用具貸与の各サービスの割合、サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を説明していきます。


	指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
	人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことが可能です。ただし、少なくとも二月に一回は利用者の居宅を訪問します。

	サービス事業者等との連絡調整


	介護保険では、横の連絡が大事であり、サービス事業者

（訪問介護、訪問入浴、ショートステイ、訪問看護、デイサービス等）との連絡調整を行っていきます。



	介護保険施設への紹介


	施設にはさまざまな種類があります、要介護者にとって最適と思われる施設を紹介します。



	その他


	介護保険について、利用者の疑問点・質問事項・活用法等での要望をお聞きします。


（２）居宅介護支援の利用に当たって

	　　　　項　　目
	　　　　内　　　　　　　　　容

	サービス提供困難時の対応
	当事業所のサービス提供が困難時には、他の業者の紹介等を行います。

	サービス質の向上のための方策
	サービス質の向上には、研修が重要であり、当事業所では定期的に研修を行っていきます。

	医療機関等との連携
	お客様が入院する際は、医療機関との連携を促進するため、担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医療機関にお伝えしてください。

	介護支援専門員を変更する場合の対応
	介護支援専門員を変える場合には引継ぎを十分に行い、お客様にご迷惑をおかけしません。

	プライバシーの遵守
	当事業所は従業員と秘密保持の契約を結んでおりますし、教育・研修での徹底を図っていきます。

	事故発生時の対応
	事故発生時には各機関と横の連絡を密に行い、緊急時の対応を取っていきます。

	虐待防止について
	利用者の人権擁護等、虐待防止等の観点から、必要な職員研修を実施するとともに、関係機関との連携を図ります。

	感染症対策について
	事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように必要な措置を講じます。感染症や自然災害が発生した場合も事業持続計画に基づき、必要な措置を講じます。

	ハラスメント行為防止について
	適切な指定介護支援および介護ケアマネジメントの提供を確保する観点から、ハラスメント行為への対策を講じます。

	身体拘束について
	利用者の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束が禁止となり、身体拘束を行う場合は記録が義務付けられています、

	その他
	居宅介護支援は、利用者の人権、尊厳を重視し、本人の選択を基本として実施出来る様に配慮していきます。
当該事業所を居宅サービスに位置づけた理由について説明します。




３　利用料金

（１）利用料　　原則としてあなたには利用料を請求しません。

　　　　　　　　ただし、あなたの被保険者証に支払方法変更の記載（あなたが保険料を滞納し

　　　　　　　ているため、サービスを償還払いとする旨の記載）があったときは、一ヶ月につ

　　　　　　　き要介護度に応じて下記の金額をいただきます。

　　　　　　　　この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を

　　　　　　　後日、お住まいの市の窓口に提出して、払い戻しを受けてください。

	要　介　護　度
	利　用　料

	要介護度１・２
	１，０８６単位

	要介護度３・４・５
	１，４１１単位


　　　　　　　加算項目

	種類
	利用料
	内容

	初回加算
	３００単位／月
	初回時、介護区分が２段階以上変更になった場合

	特定事業所加算（Ⅱ）
	４２１単位／月
	主任介護支援専門員を配置している等加算項目を満たしている（項目内容は別紙１参照）

	特定事業所医療介護連携加算

	１２５単位／月
	特定事業所加算Ⅰ～Ⅲを算定し、退院退所連携回数が35回以上、ターミナルケア加算を5回以上

	入院時情報連携

加算（Ⅰ）
	２５０単位／月
	介護支援専門員が入院当日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合（提供方法は問わない）

	入院時情報連携

加算（Ⅱ）
	２００単位／月
	介護支援専門員が入院後３日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合（提供方法は問わない）

	退院・退所加算
	450.600
750.900単位／月
	入院等期間中に3回迄算定可能とする（初回加算を算定する場合は算定しない）

	緊急時居宅カンファレンス加算
	２００単位／回

（１月に２回を

限度とする）
	病院・診療所の求めにより、当該病院、診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合

	通院時情報連携
加算
	５０単位／月
	利用者1人につき、1月に1回の算定。受診時に同席し、心身状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師から必要な情報提供を受け、ケアプランに記録した場合

	ターミナルケアマネジメント加算
	４００単位／月
	２４時間連絡体制の確保ができ、利用者、家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、状態に合わせたサービスの変更、支援、情報の共有を行った場合

	同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
	９５/１００単位
	指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物に居住する利用者、1月当たりの利用者が同一の建物20名以上居住する建物に居住する利用者


（２）地域区分

当事業所の所在地は地域区分７級地となりますので、１単位１０．２１円となります。
（３）交通費　　　　

	サービスを提供する通常の

実施地域にお住まいの方

（富士市、富士宮市）
	無料

	上記以外にお住まいの方
	交通費

（通常の事業の実施地域を越えてからの往復の距離を計測し、１ｋｍ当たり３０円いただきます。


（４）その他費用（要介護認定申請代行費等）

	国の基準に従います。


（５）支払方法　　あなたが当事業所に料金を支払うこととなる場合の支払方法については、

　　　　　　　　月ごとの精算とします。毎月１５日までに前月分の請求をしますので、１５日

　　　　　　　　以内にお支払ください。

　　　　　　　　　お支払方法は、銀行振込、現金払、銀行等口座引落の３通りの中から、

　　　　　　　　ご契約の際に選択してください。
４　サービスの終了について

（1） あなたのご都合でサービスを終了する場合

　　　　あなたはいつでも契約を解約できますが、次の場合には、解約料をいただきます

	ア　契約後、介護サービス計画作成段階途中で、あなたの申し出により解約した場合
	要介護１・２　　　　　１０，８６０円

	
	要介護３・４・５　　　１４，１１０円

	イ　市町村への介護サービス計画の届出終了後に解約した場合
	解約料はかかりません。

	
	

	ウ　その他解約により当事業者に不測の損害を生じさせる場合
	アに準じた解約料


　　　　この他、当事業者は、あなたがこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと

　　　認めるときは、直ちにこの契約を解約することができます。

（2） 当事業者の都合でサービスを終了する場合

　　　　人員不足等、止むを得ない事情によりこのサービスの提供を終了させていただく

　　　場合がございます。この場合は、サービスの提供終了１ヶ月前までに文書であなた

　　　に通知するとともに、他の指定居宅介護支援事業者等に関する情報をあなたに提供

　　　いたします。

（3） 自動終了

　　　　次の場合には、自動的にサービスを終了します。

　　　ア　あなたが介護保険施設に入院又は入所した場合

　　　イ　あなたの要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合

　　　ウ　あなたがサービスを必要としなくなった場合

（4） サービス提供が終了した日（完結日）について
　　　死亡･自立･介護保険施設入所･療養型病棟への入院･グループホームへの入居･小規模多機能型支援事業所に変更･他の居宅事業所に変更等でサービス提供を行う必要がなくなった日を完結日とします。

５　居宅介護支援に対する苦情

　　　　当事業者の居宅介護支援及び当事業者が作成した介護サービス計画に基づいて提供し

　　　ているサービスについての苦情相談を承ります。サービスの内容に関すること、介護支

　　　援専門員に関すること、利用料金に関することなど、お気軽にご相談ください。

 eq \o\ad(担当,　　　　　　)　　　清水　ゆかり
 eq \o\ad(電話,　　　　　　)　　０５４５－（７３）－１０１０

 eq \o\ad(ご利用時間,　　　　　　)　　午前８：３０～午後５：３０（緊急の場合は２４時間受け付けます）

　　　その他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることができます。

	富士市役所


	担当窓口
	福祉総務課（福祉指導室）事業者指導に関すること

	
	電話番号
	０５４５－５５－２８６３

	
	担当窓口
	介護保険課　介護保険制度全般に関わること

	
	電話番号
	０５４５－５５－２７６７

	富士宮市役所


	担当窓口
	高齢介護支援課

	
	電話番号
	０５４４－２２－１１４１

	国民健康保険団体連合会
	担当窓口
	介護保険課

	
	電話番号
	０５４－２５３－５５９０


別紙１．
特定事業所加算の体制基準　[届出事項]
＊特定事業所加算Ⅱの体制要件

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置
・常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置
・利用者に関する情報等の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
・２４時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制の確保
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合にも、指定居宅介護支援を
　提供
・ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する
　知識等に関する事例検討会、研修等に参加
・居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない
・利用者数が介護支援専門員１人当たり４５件未満（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は
　５０名未満）
・介護支援専門員実務研修の科目等に協力又は協力体制を確保
・他法人が運営する居宅介護支援事業者と協働の事例検討会、研究会等の実施
・必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）　
　が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成





　令和　　　年　　　月　　　日

（事業者）

　居宅介護支援の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を説明しました。

　　　　　所在地　　〒４１７－００６１　富士市伝法６５７－１

　　　　　会社名　　有限会社　吉原介護センター

　　　　　事業所名　吉原の丘ケアサービス
　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（利用者）

　この説明書により、居宅介護支援に関する重要事項の説明を受けました。

　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
(代理人)

　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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